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みんなで守ろう！特車と軽油の正しいルール
～３事務所合同で取締りとPRを実施～

　平成２２年２月４日、佐伯河川国道事務所、大分運輸支局、大分県税事務所、３事務所合
同で、特殊車両と不正軽油の取り締まりを実施しました。
　また、どちらの内容も、社会的な問題であり、取締りに協力していただいたドライバーの
方々へ、正しいルールをPRしました。

講座の様子③

【　不正軽油とは？　】

　軽油引取税の脱税を目的として、軽油にＡ重油や灯
油を混和したり、Ａ重油と灯油を混和して製造された
軽油をいいます。
   Ａ重油や灯油には、脱税を防止するため識別剤が添
加されていますが、不正軽油を製造する際、識別剤除
去に濃硫酸などを投入するため、有害な硫酸ピッチが
発生します。
   また、不正軽油は、ディーゼル車の排気ガス中の有
害物質を増加させ、環境に悪い影響を与えます。

【　特殊車両通行許可制度とは？　】

　近年、車も、運搬される貨物も大型になり、大きさ
や重さが増加し、道路構造へ悪い影響を与えたり、重
大事故の多発が社会的な問題になっています。
　そこで、狭い道路に大型車を通行させたり、一定の
寸法や重さを超える車（特殊車両）を通行させるとき
は、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許
可を得ることを特殊車両通行許可制度といいます。
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